
平
成
30
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の

高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　
町
で
は
、
高
齢
者
の
福
祉
・
介
護
の
基
本
方
針
と
な
る
「
稲
美
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
３
年
ご
と
に
見
直
し
て
い
ま
す

　
高
齢
者
福
祉
計
画
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
、
生
き
が
い

づ
く
り
と
健
康
づ
く
り
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
や

保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
町
が
取
り
組
む
施
策

を
ま
と
め
た
計
画
で
す
。

　
ま
た
、
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
介
護
保
険
制

度
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
を
ま
と
め
た
計
画
で
、

施
設
整
備
や
介
護
保
険
料
な
ど
を
決
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
計
画
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
高
齢

者
人
口
、
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
の
推
移
、
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
な
ど
を
考
慮
し
な

が
ら
３
年
ご
と
に
見
直
し
て
い
ま
す
。
稲
美
町
に

お
い
て
も
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
分
野
の
専
門
家
や
、

公
募
に
よ
る
委
員
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
改
定
協
力

者
連
絡
会
で
審
議
を
行
い
、
計
画
を
作
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
計
画
で
は
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
、

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
医
療
・
介

護
・
予
防
・
生
活
支
援
が
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る

こ
と
を
目
指
し
た｢

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム｣

を

さ
ら
に
深
化
・
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

①
認
知
症
施
策
を
推
進
し
ま
す

　
認
知
症
高
齢
者
や
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

よ
う
、
平
成
30
年
度
か
ら
は
新
た
に
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
が
１
カ

所
開
設
さ
れ
ま
す
。

②
介
護
予
防
事
業
を
充
実
し
ま
す

　
い
き
い
き
広
場
・
い
き
い
き
ミ
ニ
広
場
・
い
き
い

き
サ
ロ
ン
・
い
き
い
き
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
介
護
予
防

事
業
を
充
実
し
ま
す
。

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、
今

後
３
年
間
で
必
要
と
見
込
ま
れ
る
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
を
基
に
算
出
し

ま
す
。

　
ま
た
、
高
齢
者
の
負
担
能
力
に
配
慮
し

た
保
険
料
を
設
定
す
る
た
め
、
保
険
料
の

段
階
設
定
を
13
段
階
に
区
分
し
ま
し
た
。

（
左
表
参
照
）

　
さ
ら
に
町
準
備
基
金
を
取
り
崩
し
、
保

険
料
の
上
昇
を
抑
え
た
結
果
、
平
成
30
〜

32
年
度
の
保
険
料
基
準
月
額
は
５
、
０
０

０
円
に
な
り
ま
し
た
。

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

介護保険料の基準額は月額5,000円

※各段階の年間保険料は、基準月額5,000円/月×12月×料率で算出し
ます。
※第１段階の料率を0.5から0.45に軽減し、低所得者の負担軽減を実
施します。

※第２号被保険者（40～64歳の人）の保険料は、加入している医療保
険（国民健康保険、健康保険、共済組合）により異なります。詳しくは、
それぞれの窓口へお問い合わせください。

段階 対　象

生活保護の受給者

本
人
が
町
民
税
非
課
税

本
人
が
町
民
税
課
税

世
帯
全
員
が
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
町
民
税

課
税
者
が
い
る

老齢福祉年金の受給者
本人の前年の課税年金収入額＋合計所得
金額が80万円以下の人

本人の前年の課税年金収入額＋合計所得
金額が80万円を超え120万円以下の人

年間保険料
（料率）

27,000円
（0.45）

39,000円
（0.65）

第１段階

第２段階

本人の前年の課税年金収入額＋合計所得
金額が120万を超える人

45,000円
（0.75）第３段階

本人の前年の課税年金収入額＋合計所得
金額が80万円以下の人

51,000円
（0.85）第４段階

本人の前年の合計所得金額が120万円
未満の人

69,000円
（1.15）第６段階

本人の前年の合計所得金額が120万円
以上200万円未満の人

75,000円
（1.25）第７段階

本人の前年の合計所得金額が200万円
以上300万円未満の人

90,000円
（1.5）第８段階

本人の前年の合計所得金額が300万円
以上400万円未満の人

102,000円
（1.7）第９段階

本人の前年の合計所得金額が400万円
以上600万円未満の人

108,000円
（1.8）第10段階

本人の前年の合計所得金額が600万円
以上800万円未満の人

120,000円
（2.0）第11段階

本人の前年の合計所得金額が800万円
以上1,000万円未満の人

126,000円
（2.1）第12段階

本人の前年の合計所得金額が1,000万円
以上の人

132,000円
（2.2）第13段階

本人の前年の課税年金収入額＋合計所得
金額が80万円を超える人

60,000円
（1.0）

第５段階
（基準）

　平成30年度に対象となる人には、4月下旬に予診票等を郵送しますので、ご確認ください。
　※定期接種として接種できるのは、今年度１回限りです。

■平成30年度対象（平成31年４月１日までの誕生日で対象年齢となる人）
　①平成30年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人（1回接種）
　②60歳以上65歳未満の人であって、心臓、じん臓または呼吸器に重い障害のある人など（1回接種）

■接 種 期 間　予診票の到着日（４月下旬郵送予定）から平成31年３月31日（日）まで

■接 種 費 用　4,000円（実際の費用は総額約8,000円ですが、町が半額程度負担しています）
　※生活保護法による被保護世帯、または町民税非課税世帯の人には接種費用を全額助成します。
※接種前に助成券申請手続きが必要ですので、健康保険証などをお持ちのうえ健康福祉課
へお越しください（４月２日（月）から受け付けます）。ただし、介護保険料額決定通知
書（最新年度分で介護保険料区分が1～3段階のものに限る）を協力医療機関に提示する
場合は、手続きは不要です。

■必要なもの　①予診票（4月下旬に郵送します）、②健康手帳（接種を記録します）、③町内に住んで
いることを確認できるもの（健康保険証など）

■そ　の　他　・既に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は、対象外となります。
　　　　　　　・予診票が届くまでに接種を希望する人は、健康福祉課にお問い合わせください。

■問　合　先　健康福祉課　健康推進係　☎492-9138

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者用肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ高齢者用肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ

（自己負担分）

「稲美町ヘルスの会」会員養成講座

『健康のための栄養教室』
受講生募集
『健康のための栄養教室』
受講生募集
『健康のための栄養教室』
受講生募集
『健康のための栄養教室』
受講生募集

◆と　　き ９：30～12：00
 （調理実習のときは13：30まで）

◆と こ ろ いきがい創造センターほか

◆対　　象 教室終了後は「ヘルスの会」において、
　　　　　　ボランティア活動ができる人

◆定　　員 20人（先着順）
 （定員を大きく下回る場合は開講できません）

◆参 加 費 4,000円（テキスト、調理実習代等）

◆申込期間 ４月２日（月）～５月11日（金）

◆申込・問合先 健康福祉課　健康推進係

　　　　　　☎492-9138

ワイワイ楽しく
学びましょう♪

＊日程・内容などは変更することがあります。

開講式／講話（栄養の基礎など）

調理実習①（３つの器を揃えてバランス食）

講話（生活習慣病・食生活の現状について）

誰でもかんたん！運動・体チェックなど

講話（地域の食育活動・食育推進計画・

食中毒について）

調理実習②（やっぱりメタボを防ぎたい！）

調理実習③（ピンピンコロリの食事学）

修了式／交流会

回

1

2

3

4

5

6

7

8

と　　き

５月29日（火）

６月５日（火）

７月３日（火）

７月１7日（火）

８月７日（火）

８月２1日（火）

９月４日（火）

９月11日（火）

内　　　　　　　容

　「稲美町ヘルスの会」とは、健康レシピの考案や親子料理教室の開催、いきいき広場での食事提供など、『食』
から広がる健康生活を町内外に発信するために活動しているボランティア団体です。
　自分や家族はもちろん、地域の健康の源である『食』を楽しく学び、教室終了後はボランティアとして
一緒に活動しましょう！

このページのお問い合わせは、健康福祉課介護保険係（☎492－9139）
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